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(54)【発明の名称】 診断用超音波と治療用超音波を合わせて血栓崩壊を増強する方法および装置

(57)【要約】
治療用パルス超音波または持続波超音波を診断用パルス
超音波と組み合わせた方法および装置を記載する。治療
モードおよび診断モードの両方において、超音波は単一
のプローブから血栓症に罹患している患者に照射される
。超音波は、診断モードおよび治療モードにおいて同じ
かまたは異なる周波数範囲を有し得る。治療モードにお
けるパルス超音波または持続波超音波は、血栓崩壊剤の
崩壊作用を増強する。診断モードにおけるパルス超音波
は、血流のモニタリングによる血栓の位置決めを可能に
し、治療用パルス超音波を照射するための最適な窓を決
定することを可能にし、そしていつ再疎通が起こったか
を決定することを可能にする。オペレータがこのデバイ
スに付き添う場合、画像ディスプレイが診断モードの間
に血流の画像表示を提示するように作用する。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  血栓症に罹患している患者を処置する方法であって、該方法

は、以下：

  単一の超音波プローブを該患者の身体表面に近接して位置付ける工程；

  診断モードにおいて、該単一のプローブからのパルス超音波を、第１の周波数

で第１の期間中、該患者に照射する工程；および

  治療モードにおいて、該単一のプローブからの超音波を、第２の周波数で第２

の期間中、該患者に照射して、血栓崩壊剤の血栓崩壊作用を増強する工程

を包含する、方法。

    【請求項２】  前記治療モードにおける超音波の照射前に、前記患者内に前

記血栓崩壊剤を外部から投与する工程をさらに包含する、請求項１に記載の方法

。

    【請求項３】  前記血栓崩壊剤を外部から投与する工程をさらに包含し、該

血栓崩壊剤が、組織プラスミノゲン活性化因子（ｔ－ＰＡ）、組換えｔ－ＰＡ（

ｒｔ－ＰＡ）、ＴＮＫ  ｔＰＡ、ウロキナーゼまたはストレプトキナーゼを含む

、請求項１に記載の方法。

    【請求項４】  前記血栓崩壊剤が、前記患者中において天然に存在する因子

を含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項５】  前記治療モードにおいて照射される超音波が、パルス超音波

または持続波超音波を含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項６】  前記第１の周波数が、前記第２の周波数とは異なる、請求項

１に記載の方法。

    【請求項７】  前記第１および第２の周波数が、実質的に２ＭＨｚの周波数

を含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項８】  前記第１の周波数が、実質的に２ＭＨｚの周波数を含み、そ

して前記第２の周波数が、実質的に１ＭＨｚと３ＭＨｚとの間の周波数を含む、

請求項１に記載の方法。

    【請求項９】  前記第２の周波数が、２００ｋＨｚ以下の周波数を含む、請

求項１に記載の方法。
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    【請求項１０】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、コンピューターによって制御される、請求項１に記載の方法。

    【請求項１１】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、同時に生じる、請求項１に記載の方法。

    【請求項１２】  前記第２の期間が、前記第１の期間よりも長い、請求項１

に記載の方法。

    【請求項１３】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、前記患者の頭部領域に超音波を適用することを含む、請求項１に記載

の方法。

    【請求項１４】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、前記患者の脚部領域に超音波を適用することを含む、請求項１に記載

の方法。

    【請求項１５】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、前記患者の心臓に超音波を適用することを含む、請求項１に記載の方

法。

    【請求項１６】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、前記患者の肺動脈に超音波を適用することを含む、請求項１に記載の

方法。

    【請求項１７】  前記超音波が、水中での７２０ｍＷ／ｃｍ２未満の低い空

間ピーク時間的平均強度を有し、前記診断モードおよび治療モードにおいて前記

単一のプローブから照射される、請求項１に記載の方法。

    【請求項１８】  前記治療モードにおいて超音波を照射する工程が、中大脳

動脈で５０ｍＷ／ｃｍ２未満の空間ピーク時間的平均強度を有する超音波を照射

することを含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項１９】  前記超音波の照射が、実質的に正弦波を有するシグナルを

間欠的に発信することを含む、請求項１に記載の方法。

    【請求項２０】  前記診断モードおよび治療モードにおける超音波が、間欠

的に照射される、請求項１に記載の方法。

    【請求項２１】  前記診断モードにおいて照射されるパルス超音波よりも広
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いビームプロフィールを有する、前記治療モードにおける超音波を照射する工程

をさらに包含する、請求項１に記載の方法。

    【請求項２２】  血栓症が実質的に減少するまで、前記診断モードおよび治

療モードにおける超音波の照射を繰り返す工程をさらに含む、請求項１に記載の

方法。

    【請求項２３】  請求項１に記載の方法であって、以下：

  前記患者の身体表面上の領域を選択する工程；

  該領域内の複数の部分を規定する工程；

  前記診断モード中に該部分のうちの第１の部分に前記パルス超音波を照射し、

そして該第１の部分を通る窓を評価する工程；

  該第１の部分を通る窓が最適な窓でない場合に、該診断モードにおいて該部分

のうちの第２の部分に該パルス超音波を照射し、そして該第２の部分を通る窓を

評価する工程であって、該第２の部分の少なくとも一部は、該第１の部分の少な

くとも一部を含む、工程；および

  先にパルス超音波を照射した部分が最適な窓を実質的に含まない場合に、最適

な窓を実質的に有する部分が位置決めされるまで、該診断モードにおいて別の部

分に該パルス超音波を照射することを繰り返す工程

をさらに包含する、方法。

    【請求項２４】  複数の部分を規定する工程が、アレイ中に配列した複数の

変換器要素を有する超音波プローブを、前記身体表面に配置することを包含し、

該配列は、前記領域に対応する部分を規定する、請求項２３に記載の方法。

    【請求項２５】  前記変換器要素の各々が、三角形状であり、そして前記部

分が、六角形状である、請求項２４に記載の方法。

    【請求項２６】  前記変換器要素の各々が、長方形状であり、そして前記部

分が、多角形状である、請求項２４に記載の方法。

    【請求項２７】  前記超音波を照射する工程および該照射を繰り返す工程が

、コンピューターによって制御される、請求項２３に記載の方法。

    【請求項２８】  請求項１に記載の方法であって、以下：

  前記患者の身体表面上の領域を選択する工程；
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  該領域内の複数の部分を規定する工程；

  前記診断モード中に該部分のうちの第１の部分に前記パルス超音波を照射し、

そして該第１の部分を通る窓を評価する工程；

  該第１の部分を通る窓が最適な窓でない場合に、該診断モードにおいて該部分

のうちの第２の部分に該パルス超音波を照射し、そして該第２の部分を通る窓を

評価する工程であって、該第２の部分の少なくとも一部は、該第１の部分の少な

くとも一部を含む、工程； 

  先にパルス超音波を照射した部分が最適な窓を実質的に含まない場合に、最適

な窓を実質的に有する部分が位置決めされるまで、該診断モードにおいて別の部

分に該パルス超音波を照射することを繰り返す工程；および

  該最適な窓を実質的に有する部分を通して、前記治療モードにおいて超音波を

照射する工程

をさらに包含する、方法。

    【請求項２９】  複数の部分を規定する工程が、アレイ中に配列した複数の

変換器要素を有する超音波プローブを、前記身体表面に配置することを包含し、

該配列は、前記領域に対応する部分を規定する、請求項２８に記載の方法。

    【請求項３０】  前記変換器要素の各々が、三角形状であり、そして前記部

分が、六角形状である、請求項２９に記載の方法。

    【請求項３１】  前記変換器要素の各々が、長方形状であり、そして前記部

分が、多角形状である、請求項２９に記載の方法。

    【請求項３２】  前記診断モードにおいて前記パルス超音波を照射する工程

、該照射を繰り返す工程、および前記治療モードにおいて超音波を照射する工程

が、コンピューターによって制御される、請求項２８に記載の方法。

    【請求項３３】  血栓症に罹患している患者を処置する方法であって、該方

法は、以下：

  単一の超音波プローブを該患者の身体表面に近接して位置付ける工程であって

、該単一のプローブは、診断モードおよび治療モードを有する、工程；

  該診断モードにおいて、該単一のプローブからの診断用超音波を、第１の周波

数で該患者に照射する工程；および
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  該治療モードにおいて、該単一のプローブからの治療用超音波を、第２の周波

数で該患者に照射して、血栓崩壊剤の血栓崩壊作用を増強する工程

を包含する、方法。

    【請求項３４】  前記診断用超音波および治療用超音波が、同時に照射され

る、請求項３３に記載の方法。

    【請求項３５】  前記治療用超音波が、前記診断用超音波よりも長い期間照

射される、請求項３３に記載の方法。

    【請求項３６】  前記診断用および治療用超音波の照射が、間欠的に繰り返

される、請求項３３に記載の方法。

    【請求項３７】  請求項３３に記載の方法であって、前記単一の超音波プロ

ーブを位置付ける工程が、以下：

  ヘッドフレームデバイス上に該単一の超音波プローブを取り付ける工程であっ

て、該ヘッドフレームデバイスは、該単一の超音波プローブが該患者の身体表面

に対して複数の異なる方向に位置付けられるのを可能にするよう構成された可動

性の台を有する、工程；および

  該患者の頭部領域に該ヘッドフレームを装着する工程

を包含する、方法。

    【請求項３８】  前記単一の超音波プローブが、第２のクリスタル上に層化

された第１のクリスタルを含み、そして前記第１の周波数が、前記診断モードに

おいて該第１のクリスタルから照射され、かつ該第２の周波数が、前記治療モー

ドにおいて該第２のクリスタルから照射される、請求項３３に記載の方法。

    【請求項３９】  前記単一の超音波プローブが、内側要素の周辺に環状に配

列された外側要素を備え、そして前記第２の周波数が、前記治療モードにおいて

該内側要素から照射され、かつ第１の周波数が、前記診断モードにおいて該内側

要素および外側要素から照射される、請求項３３に記載の方法。

    【請求項４０】  前記単一の超音波プローブが、アレイ中に配列された複数

の変換器要素を備え、該配列が、ある部分を規定する、請求項３３に記載の方法

。

    【請求項４１】  前記変換器要素の各々が、三角形状であり、そして前記部
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分が、六角形状である、請求項４０に記載の方法。

    【請求項４２】  前記変換器要素の各々が、長方形状であり、そして前記部

分が、多角形状である、請求項４０に記載の方法。

    【請求項４３】  前記複数の変換器要素が、１２８個の変換器要素を含む、

請求項４０に記載の方法。

    【請求項４４】  前記診断モードおよび治療モードにおいて超音波を照射す

る工程が、コンピューターによって制御される、請求項４０に記載の方法。

    【請求項４５】  前記パルス超音波のビーム軸に沿った複数の位置での血流

を示す画像情報を提示することによって、血流に関する情報をユーザに提供する

工程をさらに包含する、請求項３３に記載の方法。

    【請求項４６】  請求項３３に記載の方法であって、以下：

  前記パルス超音波のビーム軸に沿った複数の位置での血流を示す、第１の画像

情報を提示すること；および

  該位置の選択した位置での血流速度を示す、第２の画像情報を提示すること

によって、血流に関する情報をユーザに提供する工程をさらに包含し、該第１お

よび第２の画像情報は、同時に提示される、方法。

    【請求項４７】  血栓症に罹患している患者を処置する方法であって、該方

法は、以下：

  該患者の身体表面上の領域を選択する工程；

  アレイ中に配列した複数の変換器要素を有する単一の超音波プローブを該身体

表面に配置する工程であって、該配列は、前記領域内の複数の部分を規定する、

工程；

  診断モード中に該部分のうちの第１の部分に該超音波プローブからパルス超音

波を照射し、そして該第１の部分を通る窓を評価する工程；

  該第１の部分を通る窓が最適な窓でない場合に、該診断モードにおいて該部分

のうちの第２の部分に該パルス超音波を照射し、そして該第２の部分を通る窓を

評価する工程であって、該第２の部分の少なくとも一部は、該第１の部分の少な

くとも一部を含む、工程； 

  先にパルス超音波を照射した部分が最適な窓を実質的に含まない場合に、最適
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な窓を実質的に有する部分が位置決めされるまで、該診断モードにおいて別の部

分に該パルス超音波を照射することを繰り返す工程；および

  該単一の超音波プローブから該最適な窓を実質的に有する部分を通して、前記

治療モードにおいて超音波を照射する工程

を包含する、方法。

    【請求項４８】  前記治療モードで照射された超音波が、パルス超音波また

は持続波超音波を含む、請求項４７に記載の方法。

    【請求項４９】  前記変換器要素の各々が、三角形状であり、そして前記部

分が六角形状である、請求項４７に記載の方法。

    【請求項５０】  前記変換器要素の各々が長方形状であり、そして前記部分

が多角形状である、請求項４７に記載の方法。

    【請求項５１】  前記パルス超音波を診断モードで照射する工程が、前記治

療モードで照射される超音波の周波数と異なる周波数でパルス超音波を照射する

工程を包含する、請求項４７に記載の方法。

    【請求項５２】  前記治療モードでの超音波が、前記診断モードのパルス超

音波と同時に照射される、請求項４７に記載の方法。

    【請求項５３】  前記診断モードでパルス超音波を照射する工程、該照射を

繰り返す工程、および前記治療モードで超音波を照射する工程が、コンピュータ

により制御される、請求項４７に記載の方法。

    【請求項５４】  血栓崩壊剤を前記患者に投与する工程、および前記治療モ

ードにおいて該血栓崩壊剤の血栓崩壊作用を増強する工程をさらに包含する、請

求項４７に記載の方法。

    【請求項５５】  前記第１の部分を通して前記窓を評価する工程が、前記パ

ルス超音波のビーム軸に沿った複数の位置における血流を示す画像情報を提示す

ることにより、ユーザに血流に関する情報を提供する工程を包含する、請求項４

７に記載の方法。

    【請求項５６】  前記第１の部分を通して前記窓を評価する工程が、以下：

  前記パルス超音波のビーム軸に沿った複数の位置における血流を示す第１の画

像情報を提示すること；および



(9) 特表２００３－５３４０３２

  該位置のうちの選択された１つにおける血流速度を示す第２の画像情報を提示

することであって、該第１の画像情報および該第２の画像情報が同時に提示され

ること、

により血流に関するユーザに情報を提供する工程を包含する、請求項４７に記載

の方法。

    【請求項５７】  前記超音波が、前記診断モードおよび前記治療モードで単

一プローブから照射され、７２０Ｗ／ｃｍ２未満の低い空間ピーク時間的平均強

度を有する、請求項４７に記載の方法。

    【請求項５８】  前記診断モードおよび前記治療モードで超音波を照射する

工程が、前記患者の頭蓋領域に超音波を適用する工程を包含する、請求項４７に

記載の方法。

    【請求項５９】  前記診断モードおよび前記治療モードで超音波を照射する

工程が、前記患者の脚部領域に超音波を適用する工程を包含する、請求項４７に

記載の方法。

    【請求項６０】  前記診断モードおよび前記治療モードで超音波を照射する

工程が、前記患者の心臓に超音波を適用する工程を包含する、請求項４７に記載

の方法。

    【請求項６１】  前記診断モードおよび前記治療モードで超音波を照射する

工程が、前記患者の肺動脈に超音波を適用する工程を包含する、請求項４７に記

載の方法。

    【請求項６２】  前記治療モードで超音波を照射する工程が、中大脳動脈に

おいて５０ｍＷ／ｃｍ２未満の空間ピーク時間的平均強度を有するパルス超音波

を照射する工程を包含する、請求項４７に記載の方法。

    【請求項６３】  血栓症に罹患している患者を処置するための装置であって

、該装置は、以下：

  診断モードのパルス超音波、および治療モードの超音波を発信するように構成

される単一の超音波プローブであって、該超音波が、該診断モードのパルス超音

波の特性と異なる、治療モードにおける特性を有する、単一の超音波プローブ；

ならびに
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  該単一の超音波プローブを該診断モードと治療モードとの間で切換え、かつ該

診断モードの間に該単一超音波プローブにより戻される超音波ドップラー信号を

処理するように構成される、コントローラ、

を備える、装置。

    【請求項６４】  患者の頭部に着用されるように構成され、かつその上に前

記単一超音波プローブが装着される可動性台を有するヘッドフレームデバイスを

さらに備え、該可動性台が、該単一超音波プローブを該患者の体表面に対して複

数の異なる方向に位置付けることを可能にするように構成される、請求項６３に

記載の装置。

    【請求項６５】  前記単一の超音波プローブが、２つの変換器要素を備える

、請求項６３に記載の装置。

    【請求項６６】  前記２つの変換器要素が、それぞれ第１のクリスタルおよ

び第２のクリスタルを備え、該第１のクリスタルは該第２のクリスタル上に載せ

られ、そして前記単一の超音波プローブが、前記診断モードで該第１のクリスタ

ルから第１の周波数を発信し、かつ前記治療モードで該第２のクリスタルから該

第１の周波数と異なる第２の周波数を発信するように構成される、請求項６５に

記載の装置。

    【請求項６７】  前記２つの変換器要素が、外側要素および内側要素を備え

、該外側要素が、該内側要素上に環状に配置され、そして前記単一の超音波プロ

ーブが、前記治療モードで該内側要素から超音波を発信し、かつ前記診断モード

で該内側要素および該外側要素から前記パルス超音波を発信するように構成され

る、請求項６５に記載の装置。

    【請求項６８】  前記単一の超音波プローブが、アレイ中に配列した複数の

変換器要素を備え、該配列が部分を規定する、請求項６３に記載の装置。

    【請求項６９】  前記変換器要素の各々が、三角形状であり、そして前記部

分が六角形状である、請求項６８に記載の装置。

    【請求項７０】  前記変換器要素の各々が、長方形状であり、そして前記部

分が多角形状である、請求項６８に記載の装置。

    【請求項７１】  前記複数の変換器要素が、１２８個の変換器要素を備える
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、請求項６８に記載の装置。

    【請求項７２】  前記コントローラに応答し、かつ前記単一の超音波プロー

ブに連結される、画像ディスプレイをさらに備える、請求項６３に記載の装置で

あって、該画像ディスプレイは、血流が検出される超音波ビーム軸に沿った複数

の位置を示すように構成される血液ロケーターディスプレイを有し、該血液ロケ

ーターディスプレイが、前記ドップラー信号に基づいて前記診断モードの間の該

複数の位置を示すように、該コントローラに応答する、装置。

    【請求項７３】  前記画像ディスプレイが、以下：

  前記複数の位置のうちの選択された１つを同定するための位置指示器；および

  該選択された位置において検出される血流速度を時間の関数として示すための

スペクトログラム、

をさらに備える、請求項７２に記載の装置。

    【請求項７４】  前記コントローラが、前記単一の超音波プローブを駆動し

て、前記治療モードおよび前記診断モードの両方において、実質的に２ＭＨｚの

周波数でパルス超音波を発信するように構成される、請求項６３に記載の装置。

    【請求項７５】  前記コントローラが、前記単一の超音波プローブを駆動し

て、前記治療モードにおいてパルス超音波または持続波超音波を発信するように

構成される、請求項６３に記載の装置。

    【請求項７６】  前記コントローラが、前記単一の超音波プローブを駆動し

て、前記治療モードにおいてパルス超音波または持続波超音波を、前記診断モー

ドにおけるパルス超音波を発信する期間よりも長い期間の間発信するように構成

される、請求項６３に記載の装置。

    【請求項７７】  前記コントローラが、前記単一超音波プローブを駆動して

、前記治療モードおよび前記診断モードにおいて同時に超音波を発信するように

構成される、請求項６３に記載の装置。

    【請求項７８】  前記単一の超音波プローブが、前記診断モードにおけるパ

ルス超音波のビームプロフィールよりも広いビームプロフィールで、前記治療モ

ードにおいてパルス超音波または持続波超音波を発信するように構成される、請

求項６３に記載の装置。
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    【請求項７９】  コンピュータ読み取り可能媒体であって、該媒体の内容が

、以下：

  診断モードの間および治療モードの間の単一のプローブによる超音波の発信を

制御すること；

  該診断モードの間にパルス超音波のビーム軸に沿った複数の位置における血流

を決定すること；および

  該血流に従って治療モードにおいて超音波を発信するための最適の窓を位置付

けること、

により、

  該治療モードの間に超音波を用いる患者の処置を制御し、かつ該診断モードの

間に該超音波ビーム軸に沿ったドップラー超音波信号を処理することにより検出

される血流に関する情報を提供するように、コンピュータシステムを設定する、

コンピュータ読み取り可能媒体。

    【請求項８０】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、前記血流を

示す画像情報を提示すること、および該提示された画像情報を使用して、前記治

療モードにおける超音波を発信するための最適の窓を位置付けることにより、前

記コンピュータシステムをさらに設定する、請求項７９に記載のコンピュータ読

み取り可能媒体。

    【請求項８１】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、前記診断モ

ードにおける前記パルス超音波の周波数と異なる周波数で前記治療モードにおけ

る超音波を発信するように前記単一の超音波プローブを制御することにより、前

記コンピュータシステムをさらに設定する、請求項７９に記載のコンピュータ読

み取り可能媒体。

    【請求項８２】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、前記診断モ

ードにおける前記パルス超音波の期間よりも長い期間の間前記治療モードにおけ

る超音波を発信するように前記単一の超音波プローブを制御することにより、前

記コンピュータシステムをさらに設定する、請求項７９に記載のコンピュータ読

み取り可能媒体。

    【請求項８３】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、前記治療モ
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ードおよび前記診断モードにおいて同時に超音波を発信するように前記単一の超

音波プローブを制御することにより、前記コンピュータシステムをさらに設定す

る、請求項７９に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。

    【請求項８４】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、以下：

  前記単一の超音波プローブからの前記パルス超音波を、前記診断モードの間に

前記患者の体表面上に領域を規定する複数の部分のうちの第１の部分に照射し、

そして該第１の部分を通る窓を評価すること；

  該第１の部分を通る窓が最適な窓ではない場合、該診断モードにおける該単一

の超音波プローブからの該パルス超音波を該部分のうちの第２の部分へ照射し、

そして該第２の部分を通る窓を評価することであって、該第２の部分の少なくと

も一部が該第１の部分の少なくとも一部を含む；および

  パルス超音波で先に照射された部分が最適な窓を実質的に含まない場合、該最

適な窓を実質的に有する部分が位置付けられるまで、別の部分への該診断モード

における該単一の超音波プローブから該パルス超音波の照射を繰り返すこと、

により、処置を制御しかつ情報を提供するように前記コンピュータシステムをさ

らに設定する、請求項７９に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。

    【請求項８５】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、前記治療モ

ードにおいて前記単一の超音波プローブから最適な窓を実質的に有する部分を通

して超音波を照射することにより、前記コンピュータシステムをさらに設定する

、請求項８４に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。

    【請求項８６】  前記コンピュータ読み取り可能媒体の内容が、前記治療モ

ードにおいてパルス超音波または持続波超音波のいずれかを発信することにより

、前記コンピュータシステムをさらに設定する、請求項７９に記載のコンピュー

タ読み取り可能媒体。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  （技術分野）

  本発明は、一般的に、医療の診断的および治療的な手順およびデバイスに関し

、より詳細には、血栓崩壊を促進する診断的超音波を治療的超音波と組合わせた

、超音波方法および超音波装置に関する。

      【０００２】

  （発明の背景）

  心血管系、特に動脈、静脈および心臓における血栓症は、多くの病気（例えば

、発作、心臓発作、跛行、深静脈血栓症、および肺動脈塞栓症）を引き起こす。

詳細には、発作は、その犠牲者および社会全体のクオリティ・オブ・ライフを明

らかに損なわせる。経済的な関係では、発作の総費用は、年々、数１０億ドルに

達する。直接的な費用としては、病院および個人病院での滞在、医師および保健

専門家による処置、薬物、ならびに家庭での医療費用および他の医療耐久財に関

連する費用が挙げられる。間接的な費用としては、病的状態に起因する失われた

生産性および大量死に起因する失われた生産性から生じる費用が挙げられる。４

０歳以上のアメリカ人の１９９５年のデータによって、入院中および医師の費用

の平均は、発作に関して１１，０１０ドルおよび一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）に

関して４，９４０ドルであったことが示された。

      【０００３】

  発作を理解し回避するための過去６０年間における技術進歩としては、血管造

影法、頸動脈疾患の大脳梗塞との関係、頸動脈動脈血管内膜切除手術、補てつ心

臓弁、診断的物理療法としてのドプラ超音波、凝固を回避するためのアスピリン

の使用、異なる診断のためのコンピュータ連動断層撮影（ＣＴ）スキャン、経頭

蓋ドプラー（ＴＣＤ）、および動脈病変を処置するためのステントが挙げられる

。１９９５年以前の多くの主要な進歩はいずれも、発作の開始においてその発作

ための直接的な治療範囲ではなかった。１９９５年まで、血栓崩壊剤（例えば、

組織プラスミノーゲン活性化因子（ｔ－ＰＡ））の投与を含む技術が、神経学的

損傷を減少する際に効果があることは示されていなかった。
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      【０００４】

  ２つの一般的な発作の型がある。塞栓性閉塞は、一般的に、全発作のうちの８

０％の原因であり、そしてその処置は、脳内出血（ＩＣＨ）の処置と著しく異な

る。塞栓性発作の起源は、いくつかの種類におおまかに分けられる：潰瘍化頸動

脈斑または大動脈斑を含む種々の供給源から移動させられた血栓、心臓起源の血

栓、および静脈系由来の奇異起源の血栓。

      【０００５】

  発作の最初の診断は、塞栓性発作とＩＣＨ発作との間を区別するため、および

虚血性傷害を有する組織の容積を決定するために、放射線画像技術（例えば、Ｃ

Ｔまたは磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）を必要とする。一般的に、発作の患者は、Ｉ

ＣＨが除外される場合、血栓崩壊治療の候補であり、そしてＣＴまたはＭＲＩに

よって、虚血性変化は第3の中大脳動脈（ＭＣＡ）領域を越えず、血圧は正常か

または制御可能であり、そして診断は発症の３時間以内になされることが、決定

され。しかし、これらの状況下でのｔ－ＰＡ治療の広範な採用は、起こっていな

い。なぜなら、米国の病院は、発作患者の緊急の処置を強調していないからであ

り、そして発作における緊急の医療介入の必要性に関する公の認知が、高くない

からである。さらに、ＩＣＨの１０倍増加した危険性に起因して（たとえこの危

険性が死亡率における全体の増加と関連していなくても）、ｔ－ＰＡ治療を避け

ている。全体的に、ｔ－ＰＡ治療に適格の発作患者のうちの約２％のみが、この

治療を受けている。

      【０００６】

  超音波は、大脳血行力学を評価するための診断的物理療法として利用可能であ

るが、そして近年の研究によって非経頭蓋適用のための治療的物理療法として超

音波が、ｔ－ＰＡの存在下で使用される場合に凝固溶解を促進し得ることが示さ

れたが、発作の初期段階の間に大脳の血流をモニターするために超音波を使用す

ること、および発作の犠牲者を処置するために超音波を使用することは、標準的

な慣行ではない。使用しないことの１つの原因は、現在市場に出ていてかつ臨床

使用の設備を用いてＴＣＤ信号を獲得および解釈するために必要とされる技術の

レベルが高いことに起因する。この技術レベルは、一般的に、病院の緊急治療室
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において利用可能ではない。傷病者の優先順位づけおよびモニタリングにおける

ＴＣＤ性能の正しい認識もまた、欠けている。例えば、血栓崩壊治療が灌流を再

確立する（例えば、血管を通した血流）の時点を決定するための超音波モニタリ

ングの使用が、完全に認識されていないからである。

      【０００７】

  超音波の使用の欠如に関する別の理由は、既存の装置が、診断的／モニタリン

グ超音波も治療的超音波も両方とも、簡便に発信し得ないことである。超音波は

、血栓症と関連する病気の診断に対して広範であり、そしてこの診断的物理療法

および新規治療的物理療法を実行するデバイスは、臨床用途があるデバイスであ

る。すなわち、標準的な超音波装置は、所定の周波数範囲での診断的／モニタリ

ング超音波の発信に関して単に設計されているだけであり、そして激烈に異なる

周波数範囲、適用時間の長さ、ビームプロフィール／適用範囲、または出力レベ

ルを必要とし得る治療適用に簡単に切り替えることができない。従って、緊急治

療室の人員によって操作され得、そして簡単に解釈される診断的血流情報を示す

超音波設備に対する必要性があるだけではなく、治療的に発作患者（および他の

型の血栓症を患う個体）を処置するために同時に使用され得る超音波装置するに

対する必要性がある。

      【０００８】

  （発明の要旨）

  本発明の１つの局面に従って血栓症を患う患者を同時に処置およびモニタリン

グする方法は、患者の体表面に最も近接して単一超音波プローブを配置する工程

、および診断モードの間に、この単一プローブ由来のパルス超音波を、第１の期

間わたって第１の周波数で患者に施す工程を包含する。この方法はまた、治療モ

ードの間に、この単一プローブ由来の超音波を第１の期間よりも大きく第２の期

間にわたって第２の周波数でこの患者に施し、血栓崩壊剤の血栓崩壊作用を増強

する工程を包含する。この方法はまた、診断的超音波および治療的超音波の同時

の適用を可能にする（ただし、診断受信機が診断超音波エコーを治療超音波エコ

ーと区別し得る場合）。

      【０００９】
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  本発明の別の局面に従って超音波を用いて血栓症を患う患者を処置する方法は

、この患者の体表面上の領域を選択する工程、およびこの領域内で複数の部分を

規定する工程を包含する。この方法は、診断モードの間に、単一超音波プローブ

由来のパルス超音波をこの部分の第１の部分に施す工程、およびこの第１の部分

を介して窓を評価する工程を包含する。第１の部分を介した窓が最適の窓でない

場合、この方法はさらに、この単一超音波プローブを再配置する工程、および診

断モードにおいて、この部分の第２の部分にパルス超音波を施す工程、およびこ

の第２の部分を介して窓を評価する工程（この第２の部分の少なくとも一部は第

１の部分の少なくとも一部を含む）を包含する。次いでこの方法は、診断モード

において、パルス超音波を用いて施された前の部分が実質的に最適な窓を含まな

い場合に、実質的に最適な窓を有する部分が配置されるまで、パルス超音波を別

の部分に施す工程を反復し、次いで、治療モードにおいて、この実質的に最適な

窓を有する部分を介して単一超音波プローブ由来の超音波を施す。

      【００１０】

  本発明のなお別の局面は、血栓崩壊剤の血栓崩壊作用を強化することによって

、超音波を用いて血栓症に罹患する患者を処置するための装置を提供する。この

装置は、治療モードにおけるパルス超音波または連続的な波状超音波、ならびに

診断モードにおけるパルス超音波の両方を発信するように構成された単一の超音

波プローブを含み、この超音波は、診断モードにおけるパルス超音波の特徴とは

異なる治療モードにおける特徴を有する。制御装置は、診断モードと治療モード

との間の単一の超音波プローブを切り換えるように、そして、診断モードの間に

単一の超音波プローブによって回復した超音波ドップラー信号を処理するように

、構成される。図解表示は、制御装置に応答性であり、そして、単一の超音波プ

ローブに連結される。図解表示は、血流が検出される超音波ビーム軸に沿った多

数の位置を示すために構成された血液ロケータ表示を有する。この血液ロケータ

表示は、制御装置に応答性であり、ドップラー信号に基づいた診断モードの間に

多数の位置を示す。

      【００１１】

  （例示された実施形態の詳細な説明）
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  本発明の実施形態は、ドップラー超音波方法およびデバイスを提供し、このデ

バイスは、大脳の血液の流れの速度をモニターし、同時に血栓崩壊剤（例えば、

ｔ－ＰＡまたはウロキナーゼ）の溶解効果を強化する。これらの実施形態は、病

院の緊急サービスと関連して特に有用である。経頭蓋適用に関して、本発明の実

施形態は、脳卒中の初期段階の間の大脳の血液の流れのリアルタイム検出のため

に存在するＴＣＤモードを提供する。本発明の実施形態は、一般に、経頭蓋適用

の状況において、本明細書中に記載されるが、本発明は、この特定の適用に制限

されない。本発明の原理のいくつかまたは全部が、血栓症によって影響された患

者の心臓成分および心臓血管系の他の成分（例えば、心臓、肺動脈および脚の深

部静脈）に適用され得ることが理解される。

      【００１２】

  特定の詳細が、本発明の十分な理解を提供するために開示される。しかし、本

発明は、これらの具体的な詳細なしで実施され得ることが当業者に明らかである

。他の例において、周知の回路、コントロール信号、タイミングプロトコール、

およびソフトウェア操作は示されていないか、または発明を不必要にわかりにく

くすることを避けるために、詳細に記載される。

      【００１３】

  （患者の処置）

  最初に図１を参照すると、本発明の実施形態に従う、診断用超音波と治療用超

音波を組み合わせるための方法および／または装置１００が示される。血栓崩壊

剤（例えば、ｔ－ＰＡ、組換えｔ－ＰＡまたはｒｔ－ＰＡ、ＴＮＫ  ｔ－ＰＡ、

ウロキナーゼ、またはストレプトキナーゼ）を有するバイアル１１０が、弁１１

２およびカテーテル１１４を通って患者に投与される。このカテーテル１１４は

、患者の身体１１８内の血管１１６に血栓崩壊剤を注射、導入、または送達する

。血栓崩壊剤は、カテーテル１１４を通って身体１１８に導入されるように、図

１に示されるが、血栓崩壊剤は、任意の従来の方法（例えば、皮下組織針を介す

る方法を含む）で、血栓症の近位に注射され得るが、超音波は、血栓の部位に送

達される。

      【００１４】
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  図１に例示されるように、血管１１６は、例えば、患者が発作を被った場合、

頭蓋領域１２１に位置した血栓１２２へ血栓溶解剤を運ぶ。この方法および装置

１００の別の適用において、頭蓋領域に位置する血栓を処置するために頭蓋領域

１２０の付近に血管１１６が血栓溶解剤を運ぶように、カテーテル１１４は、身

体１１８の中に配置され得る。同様に、血栓溶解剤は、患者の脚の深部血管にお

いて血栓を処置するために、身体１１８の脚部領域１２３に投与され得る。

      【００１５】

  身体１１８に対する血栓溶解剤の投与後、超音波プローブ１２８は血栓が存在

する患者の身体１１８の領域の近位に配置される。例えば、図１は、血栓をそれ

ぞれの領域（例えば、心臓または肺動脈）において照射するために頭蓋領域１２

０付近に配置されたプローブ１２８を示す。あるいは、プローブ１２８は、その

領域で血栓を照射するために身体１１８の脚領域１２３付近に配置されてもよい

。図１はさらに頭蓋領域１２１付近に配置されたプローブ１２８を例示する。特

定の実施形態において、患者への超音波の経頭蓋投与の間、ヘッドフレーム１２

４は、患者の頭蓋領域１２１にわたって適合される。ヘッドフレーム１２４は、

構造化された装着アタッチメント１２６を備え、適当な位置に超音波変換器また

はプローブ１２８を保持する。以前に言及したように、血栓が存在し得る身体１

１８の他の領域の近位に、血栓溶解剤がまた投与され、そして超音波プローブ１

２８が配置され得る。

      【００１６】

  プローブ１２８は、チップ１３０を備え、超音波が身体表面１３６を通って、

経皮的に付与されることを可能にする。プローブ１２８の特定の構造的詳細およ

び関連する操作特徴は、以下にさらに詳細に記載される。プローブ１２８は、数

ミリワット～数ワットにわたる調節可能な出力を有し得るドライバー１３４に連

結される。このドライバー１３４およびプローブ１２８は、超音波が１００％の

負荷サイクル（例えば、持続波）で発信されるように操作され得るか、または種

々の負荷サイクル（例えば、３％～８０％の負荷サイクルなど）でパルス操作さ

れ得る。本発明の実施形態は、パルス波または持続波の診断超音波およびパルス

波または持続波の治療超音波を提供する。パルス診断超音波およびパルス治療超
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音波が、この特定の実施形態において考慮されるが、当業者は、持続波が代わり

に用いられ得ることを理解する。以下に記載の実施形態の「診断的」なモードで

は、パルス超音波は、目的の血流の容易な空間的識別を可能にするという、持続

波を上回る利点を提供する。パルス超音波の診断的利点は以下に詳述する。

      【００１７】

  図１は、血栓溶解剤がバイアル１１０から外因的に投与されることを示すが、

外因的な血栓溶解剤を投与することなく、本発明の実施形態を実施することがま

た可能である。このような実施形態は、ヒトの身体が体液中に自然発生的な血栓

を含むという事実を考慮する。天然に存在する血栓の濃度は、外的な血栓溶解剤

が付与される場合に得られた濃度よりも低いが、本発明の実施形態はなお、天然

に存在する血栓溶解剤の血栓溶解作用を増強する治療用超音波を使用し得る。

      【００１８】

  （超音波プローブおよび対応する超音波ビーム）

  図２は、患者に２つの異なる超音波周波数を付与するために用いられ得る、プ

ローブ１２８の実施形態を示す。図２に示されるプローブ１２８の実施形態を用

いて、血流をモニターする診断モードの間、約２ＭＨｚの超音波周波数を発信し

、そして血栓溶解剤の血栓溶解作用を増強する治療モードの間、２００ｋＨｚの

超音波周波数を発信する。

      【００１９】

  プローブ１２８は２つの変換器要素、すなわち、２ＭＨｚクリスタル２１０お

よび２００ｋＨｚクリスタル２１２を備える。誘電性層２１４がクリスタル２１

０および２１２を隔てる。プローブ１２８はさらに減衰層２１６およびポッティ

ング層２１８を備える。この衰層２１６およびポッティング層２１８は、プロー

ブ１２８のドライバー末端に配置されている。マッチング層２２０はプローブ１

２８の患者側端に配置されている。

      【００２０】

  従って、図２に示されるプローブ１２８の実施形態は「二重周波数スタック（

ｄｕａｌ  ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ  ｓｔａｃｋ）」構成であり、ここでは、クリス

タル２１０は、２ＭＨｚ近傍の帯域範囲を有する変換器として機能する。クリス
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タル２１２はクリスタル２１０のすぐ後ろにあり、２００ｋＨｚ近傍の帯域範囲

を有する変換器として機能する。２ＭＨｚおよび２００ｋＨｚに加えて他の周波

数対が、異なる周波数範囲のクリスタルを有するプローブ１２８を選択すること

によって発信され得る。例えば、１００ｋＨｚおよび２ＭＨｚの周波数対、また

は１ＭＨｚおよび２ＭＨｚの周波数対が発信され得る。さらに、ドライバー１３

４の周波数出力を調節することによって、異なる周波数対が、発信され得、この

結果クリスタル２１０および２１２の出力周波数は、それらのそれぞれの２ＭＨ

ｚおよび２００ｋＨｚの設計周波数とはわずかに異なる。従って、１８０ｋＨｚ

および２ＭＨｚの周波数対が発信され得る。

      【００２１】

  クリスタル２１０および２１２は直径が１３ｍｍであり得るが、超音波ビーム

２２２および２２４の所望の焦点直径によって、他の直径（お互いに等しい必要

はない）が使用され得る。図２で示されるプローブ１２８は、本明細書に記載さ

れる診断および治療の超音波適用のためにカスタムメイドされ、そしてＬｅｂａ

ｎｏｎ，ＩｎｄｉａｎａのＥｔａｌｏｎ，Ｉｎｃから入手可能である。さらに、

プローブ１２８スタックの種々の要素２１０～２２０のインピーダンス（電気抵

抗）は、出力発信を最大にし、かつ要素間の損失を最小にするように、適合する

インピーダンスで設計され得る。

      【００２２】

  上記のように、図２に示されるプローブ１２８は、異なる周波数および形状を

有する２つの超音波ビーム２２２および２２４を生じ得る。低い周波数を有する

治療ビーム２２２は、クリスタル２１２から発信される。高い周波数を有する診

断ビーム２２４は、クリスタル２１０から発信される。この診断ビーム２２４は

、診断ビーム２２４の横方向の空間的分解能を最適化するために、この２つのビ

ームのうち狭い焦点またはビーム形状を有する。治療ビーム２２２は、血栓症の

近傍におけるこのビームの有効な照射領域を最大にするために、より広い焦点を

有する。

      【００２３】

  プローブ１２８の代替の実施形態は、図３に示される。この実施形態は、治療
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ビームおよび診断ビーム２２２および２２４をそれぞれ生じ、この両方は、２Ｍ

Ｈｚ（または他の周波数）の同じ周波数を有する。プローブ１２８は、１３ｍｍ

の外径を有する環状トランスデューサ要素３１２によって囲まれた直径７ｍｍの

ピストントランスデューサ要素３１０へと環状に配列された、２つのトランスデ

ューサ要素を含む。この同心性の形状は、プローブ１２８の両方の要素（例えば

、ピストン３１０および環３１２）への発射（ｆｉｒｅ）、および診断ビーム２

２４を使用して血流の診断測定を行う場合の両方の要素での受容を可能にする。

治療ビーム２２２が２ＭＨｚで発信される場合に、ピストン３１０のみが発射さ

れる。このピストン３１０は、治療モードの間に単一の要素として活性化される

場合に、より広い治療ビーム２２２を発信する。診断モードの間にピストン３１

０および環３１２の両方が活性化される場合、一体化した２つの要素は、より狭

い診断ビーム２２４を発信する。

      【００２４】

  要約すると、図２におけるプローブ１２８の実施形態は、２つの周波数体制で

作動し得、異なるプロフィールを有する２つの超音波ビームを発信する。図３に

示されるプローブ１２８の代替の実施形態について、診断用途および治療用途の

両方のために、このプローブ１２８によって同じ周波数が発信されるが、このプ

ローブ１２８の構成は、超音波ビーム２２２および２２４がまた２つの異なる形

状を有することを可能にする。以下に記載されるように、プローブ１２８の両方

の実施形態によって発信される超音波ビーム２２２および２２４の周波数、サイ

クル数、強度、衝撃係数、および得られる時間的ピーク強度は、身体の特定の場

所における血栓溶解を増大するためのパラメータの最適なセットを容易にするた

めに変化し得る。

      【００２５】

  （治療超音波の照射）

  本発明の実施形態は、血栓溶解剤の溶解効果を増大するために、治療超音波を

照射する。超音波が、ｔ－ＰＡのような血栓溶解剤の存在下で血栓溶解を潜在的

に増大し得る３つの機構は、以下である：「キャビテーション」（負の圧力を介

する気泡の形成、これは、次々に局在的な流体の運動を引き起こし得る）、「流
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動（ｓｔｒｅａｍｉｎｇ）」および「微小流動（ｍｉｃｒｏｓｔｒｅａｍｉｎｇ

）」（伝播する超音波エネルギーの、組織内の流体運動への転換）、ならびにフ

ィブリン構造の可逆的変化。後者の機構は、フィブリンのマトリックス流動抵抗

を減少し、そしてｔ－ＰＡに対するフィブリンの結合部位を増加する。この治療

超音波の周波数は、これらの異なる根本的な機構について異なり得る。

      【００２６】

  本発明の実施形態の特徴は、より高い周波数の治療超音波（例えば、２ＭＨｚ

）が、血栓溶解を増大するために効率的に使用され得るということである。これ

は、低周波数の使用を提唱する従来のアプローチとは正反対である。本発明にお

ける治療超音波は、診断超音波と交互の時間で照射される。この治療時間は、一

般に長く（～１分）、その後、治療の進行をモニターするために、診断超音波が

短時間（～４秒）使用される。

      【００２７】

  さらに、パルス超音波が、低い出力レベル（例えば、５０ｍＷ／ｃｍ２以下の

平均強度）で、キャビテーションまたは有意な流動を誘導しないと推定される強

度レベルおよびモードで、インビボで行われる。低い出力レベルの使用はまた、

インビトロで高出力での持続波超音波を調査し、そして経頭蓋モニタリングおよ

び同じプローブからの処置を利用しない低周波数の文献報告とは対照的である。

本発明の実施形態についての空間ピーク時間的平均（ｓｐａｔｉａｌ  ｐｅａｋ

  ｔｅｍｐｏｒａｌ  ａｖｅｒａｇｅ）超音波強度レベルは、産業で協定された

診断レベルが７２０ｍＷ／ｃｍ２を超えないことを固守する（これは、水中でな

されたレベルを下げた（ｄｅｒａｔｅｄ）測定である）。この水中でレベルを下

げた強度を有する超音波ビームは、超音波の中大脳動脈への適用においてはるか

に低い強度を有することが理解される。この低い強度レベルは、脳組織を介する

減衰損失に加えて、側頭骨で生じる反射および減衰損失に起因する。２ＭＨｚで

４０ｄＢ／ｃｍの骨の減衰、２ＭＨｚで０．５ｄＢ／ｃｍの脳組織の減衰、なら

びに想定される３ｍｍの骨の厚みおよび５ｃｍの脳組織を使用する未発達の算出

は、得られる強度が５０ｍＷ／ｃｍ２未満であることを示した。

      【００２８】
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  （診断超音波の照射）

  本発明の実施形態は、２ＭＨｚの診断超音波が、治療超音波と同時に照射され

ることを可能にする。本発明の実施形態の診断モードは、血流のＤｏｐｐｌｅｒ

超音波モニタリング（例えば、同時係属中の米国特許出願番号０９／１９０，４

０２、１９９８年１１月１１日出願のタイトル「ＤＯＰＰＬＥＲ  ＵＬＴＲＡＳ

ＯＵＮＤ  ＭＥＴＨＯＤ  ＡＮＤ  ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ  ＦＯＲ  ＭＯＮＩＴＯ

ＲＩＮＧ  ＢＬＯＯＤ  ＦＬＯＷ」（現在係属中であり、そして参考として援用

される）に詳細に記載されるもの）と関連して、情報表示を提供する。

      【００２９】

  図４は、本発明の１つの局面に従うドップラー超音波情報のディスプレイモー

ド６００の第１の実施形態を示す模式図である。このディスプレイモード６００

は、プローブ１２８を向けることと関連して用いられる。このディスプレイモー

ド６００において、２つの異なる超音波ディスプレイのうちの１つまたは両方が

ユーザーに提供される。深度モードディスプレイ６０２は、時間の関数（水平軸

）として超音波ビーム軸（垂直軸）に沿って種々の深度で、超音波プローブ１２

８から離れる血流およびこのプローブに向かう血流を色をつけて示す。

      【００３０】

  深度モードディスプレイ６０２は、色をつけた領域６０４および６０６を含む

。各領域は、赤色または青色いずれかの色がつけてある。ここで、赤色はプロー

ブ１２８に向かう流れを示し、青色は、プローブから離れる流れを示す。この色

をつけた領域は、一様の色ではなく、色の彩度は、反射ドップラー超音波シグナ

ルの検出強度の関数として変化する。

      【００３１】

  ディスプレイモード６００は、提示された分光写真６０８を含み得る。図６は

、特徴的な収縮－拡張パターンを示す速度包絡線（ｖｅｌｏｓｉｔｙ  ｅｎｖｅ

ｌｏｐｅ）を示す。深度モードディスプレイ６０２と同様に、分光写真６０８は

、速度包絡線内のデータ点（示さず）を含み、この速度包絡線は、反射超音波シ

グナルの検出強度の関数として強度が変化する際に色がつく。分光写真６０８が

適用される特定のサンプル容積は、深度インジケーターまたはポインタ６０９に
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より深度モードディスプレイ６０２において示される深度である。このようにし

て、超音波装置１００のユーザーは、特定の深度を従来どおり見て選択して、こ

の深度で分光写真６０８を測定する。深度モードディスプレイ６０２は、容易か

つ簡便に適切な深度の範囲に関する情報を提供し、この深度で意味のある分光写

真が得られ得る。

      【００３２】

  上記のように、領域６０４および６０６の色の彩度は、反射超音波シグナルの

検出強度の関数として変化し得る。フィルタリング技術（例えば、クラッターフ

ィルタリング）もまた、強いが低速度であり得るシグナルと関連する（例えば、

組織運動に起因する）か、または低出力のシグナルと関連する（例えば、ノイズ

に起因する）擬似情報の提示を避けるために利用され得る。

      【００３３】

  深度モードディスプレイ６０２の実施形態により、シグナル強度の関数として

色の彩度マッピングを用い、さらにプローブ１２８に向かう流方向またはこのプ

ローブから離れる流方向に従って赤色または青色に色がつけられるが、当業者は

、検出速度の関数として色の彩度が代わりに用いられ得ることを理解する。当業

者はまた、シグナル振幅の関数としてのみまたは速度の関数としてのみ色の彩度

を変化させる代わりに、有利には、シグナル振幅および速度の両方の関数として

色の彩度を変化させ得るか、またはいくつかの他のデータ提示を用い得る。

      【００３４】

  特に示された深度モードディスプレイ６０２は、１つの十分に規定された赤色

領域６０４、および１つの十分に規定された青色領域６０６の単純化したディス

プレイを示す。当業者は、色をつけた領域の数および特徴がプローブ１２８の配

置および方向に依存して変化することを理解する。実際、特徴的な深度モードデ

ィスプレイのカタログは、特に所望の血管が実際に位置しているか否かをユーザ

ーが決定することを補助するために提供され得る。一旦ユーザーが所望の血管に

ついて特徴的な深度モードディスプレイを見出すと、ユーザーは、分光写真６０

８を測定する深度を簡便に決定し得る。

      【００３５】
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  ディスプレイモード６００は、ユーザーが超音波プローブ１２を、例えば、頭

蓋（または頭部領域１２１）を通じて超音波窓に隣接して、迅速に配置すること

を可能にする。その結果、頭蓋血流が検出され得る。この手順は、図９および１

０を参照して以下に記載される。シグナル振幅の色をつけた提示を用いると、こ

の目的に関しては特に有利である。なぜなら、強いシグナルは良好なプローブ位

置および方向の指標であるからである。すなわち、診断ビーム２２４は、色の彩

度が血流量および血流速度とともに増加するにつれて十分に向けられているから

である。この増加は、一般規則として、診断ビームが血流に集中している場合に

生じる。

      【００３６】

  図５は、ディスプレイモード７００の第２の代替的実施形態を示す。このディ

スプレイモード７００は、図６の頭部領域１２１の解剖学的模式図とともに見ら

れる。このディスプレイモード７００は、頭部領域１２１（例えば、発作（ｓｔ

ｒｏｋｅ）に罹患した患者）の血流を見る場合に特定の有用性を有するが、図４

に示される実施形態もまた用いられ得る。ディスプレイモード６００とは異なり

、ディスプレイモード７００は、深度モードディスプレイ６０２を含むのみで、

分光写真６０８は有さない。深度モードディスプレイ６０２の範囲を拡げてディ

スプレイ全体を埋め、分光写真６０８（これは、深度モードディスプレイより、

理解するために優れた技術を必要とする）を排除することにより、超音波につい

ての専門知識を習得していない救急治療室職員が中大脳循環を観察するための単

純化したユーザーインターフェイスを提供する。

      【００３７】

  中大脳循環における複数の血管の同時観察は、ディスプレイモード７００によ

り可能である。例えば、図６において、診断ビーム２２４の軸と整列した３つの

血管がある：右中大脳動脈（ＲＭＣＡ）、右前大脳動脈（ＲＡＣＡ）、および左

前大脳動脈（ＬＡＣＡ）。図５は、図４のディスプレイモード６００に示した領

域６０４および６０６に類似した３つの領域７１０、７１２、および７１４を示

す。この領域７１０、７１２、および７１４は、それぞれ、診断ビーム２２４の

ビーム軸に沿った種々の深度におけるＲＭＣＡ、ＲＡＣＡ、およびＬＡＣＡにお
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ける血流を示す。例えば、領域７１０は、ポインタ６０９に沿って集中させた５

０ｍｍゲート深度でのＲＭＣＡにおける血流を示す。領域６０４および６０６と

同様に、領域７１０、７１２、および７１４は、シグナル強度、血流速度、この

両方の組み合わせ、またはいくつかの他のデータの表示を示すために彩度が変化

した赤色または青色を有する。

      【００３８】

  従って、色のｍ－モードドップラーは、一度に１つの深度ではなく、ユーザー

がビーム軸に沿った全ての深度で血流を同時に見ることを可能にする。シングル

ゲートドップラー機器を越えるこの利点は、側頭骨（ここを介して血流が観察さ

れ得る）を介して窓を位置決めするための時間を短縮する。さらに、血流（シン

グルゲートドップラーの間違ったゲート深度設定に起因して見失う可能性がある

）を、ディスプレイモード７００により見失うことはない。さらに、ｍ－モード

は、梗塞した血管を位置決めするために有用であり、この血管で、梗塞した血管

を取り囲む領域におけるわずかなシグナルが認識される

  （組み合わせた診断的および治療的超音波のためのシステム）

  図７は、本発明の実施形態に従う超音波システム９１０を示す機能的ブロック

図である。超音波システム９１０は、図４および５に関連して上に示した種々の

ディスプレイモード６００および７００を一体化平面パネルディスプレイ９１２

上にまたはディスプレイインターフェイスコネクタ９１４を介して他の所望のデ

ィスプレイフォーマット上に生成する。ドップラー超音波システム９１０のシグ

ナル処理コアは、診断パルスドップラー回路９１６および治療パルサー回路９１

８である。診断モードの間に、診断パルスドップラー回路９１６のみが作動する

。治療モードの間に、診断パルサードップラー回路９１６および治療パルサー回

路９１８の両方が同時に作動し得る。ドップラープローブ１２８は、診断パルサ

ードップラー９１６および治療パルサー回路９１８に連結される。診断パルスド

ップラーおよび治療パルサー回路９１６および９１８の両方を設けることにより

、超音波システム９１０は、２つの別々のモード（例えば、診断モードおよび治

療モード）の間で切り換えられ得る。診断パルスドップラー回路９１６は、プロ

ーブ１２８により検出された超音波シグナルを受信し、以下により詳細に記載さ
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れるように、シグナルおよびデータ処理操作を行う。次いで、データは、多目的

ホストコンピューター９２４に送られ、この多目的ホストコンピューター９２４

は、データ格納およびディスプレイを提供する。適切なホストコンピューター９

２４は、ディスプレイ、キーボード、内部ハードディスク、および外部格納コン

トローラを有する２００ＭＨｚペンティアム（登録商標）プロセッサベースのシ

ステムであるが、種々の適切に適合されたコンピュータシステムのいずれも用い

られ得る。この実施形態は、診断超音波および治療超音波の交互適用を利用する

が、当業者はまた、診断レシーバーが治療超音波反射から診断超音波反射を区別

し得るならば、本発明がまた診断超音波および治療超音波の同時適用を用いて実

施され得ることを理解する。

      【００３９】

  超音波システム９１０はまた、オーディオスピーカー９２６を介して、そして

格納または代替の媒体を介しての出力のためのオーディオライン９２８を介して

、ドップラーオーディオ出力信号を提供する。超音波システム９１０はまた、ユ

ーザによる可聴情報入力の受信のための、マイクロホン９３０を備える。次いで

、この情報は、外部格納またはボイスライン９３２を介しての再生のために、出

力され得る。ユーザは、主としてホストコンピュータ９２４に接続されたキーボ

ードまたは他の遠隔入力制御ユニット９３４を介して、超音波システム９１０と

インターフェースする。

      【００４０】

  先に記載したように、超音波システム９１０の操作は、上記のような作業（例

えば、診断および治療超音波の照射の制御）を実行するようホストコンピュータ

９２４をプログラムすることによって、自動的に実行され得る。以下でさらに詳

細に説明されるように、一列に並んだ複数の変換器要素を有するプローブ１２８

が、治療超音波のための最適なプローブ位置を位置決めするために使用され得る

。ホストコンピュータ９２４は、このようなプローブを利用するように、適切な

パターン認識ソフトウェアを用いてプログラムされ得る。超音波を照射するため

に最適な窓の位置を決定した後に、ホストコンピュータ９２４は、治療モードに

切り替わり、そして治療超音波を照射する。超音波システム９１０の自動操作の
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ための、ホストコンピュータ９２４のさらなるプログラミングは、当該分野にお

いて周知である。

      【００４１】

  図８は、診断パルスドップラー回路および治療パルサー回路（本明細書中以下

において、「組み合わせパルサー回路」９１６ともまた称される）の詳細を特に

示す。図８はまた、マイクロホン９３０、スピーカー９２６、ならびにオーディ

オ出力ライン９２８および９３２（これらの作動は、診断パルスドップラー回路

９１６によって制御される）を介して、超音波システム９１０へまたは超音波シ

ステム９１０からのオーディオ情報の入力および出力を考慮した詳細を示す。

      【００４２】

  プローブ１２８の入力／出力段階において、マスターパルスドップラー回路９

１６は、タイミングおよび制御回路１０１２の制御下で作動する発信／受信切替

回路１０１０を備える。診断パルスドップラー回路９１６および治療パルサー回

路９１８による作動の特定のタイミングは、診断パルスドップラー回路９１６の

タイミングおよび制御回路１０１２によって制御される。

      【００４３】

  タイミングおよび制御回路１０１２はまた、診断モードの間にプローブ１２８

にパルス超音波診断ビーム２２４を放出させる、出力駆動信号を提供する診断発

信回路１０１４（マスターカード上）の作動を制御する。タイミングおよび制御

回路１０１２は、さらに、治療モードの間に出力駆動信号を提供してプローブ１

２８にパルス超音波治療ビーム２２２を放出させる、治療発信回路１０１４の作

動を制御する。タイミングおよび制御回路１７６は、さらに、受信器回路１０２

０を介して発信／受信スイッチ１０１０に接続される、アナログデジタル変換器

回路１０１８を制御する。回路１０１０～１０２０の機能および作動は、当業者

に周知であり、本明細書中にさらに記載する必要はない。

      【００４４】

  診断パルスドップラー回路９１６の主要な信号処理機能は、４つのデジタル信

号プロセッサＰ１～Ｐ４によって実行される。Ｐ１は、前端にあり、そしてアナ

ログデジタル変換器回路１０１８およびデータバッファまたは先入れ先出し（Ｆ
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ＩＦＯ）回路１０２２を介して、デジタル化された変換器データを受信器回路１

０２０から受信する。Ｐ４は、後端にあり、そして最終表示準備のようなより高

レベルの作業を実行する。Ｐ１に対する適切なデジタル信号プロセッサは、Ｔｅ

ｘａｓ  Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ  ＴＭＳ３２０ＬＣ５４９整数プロセッサであ

り、そしてＰ２～Ｐ４に対する適切なデジタル信号プロセッサは、Ｔｅｘａｓ  

Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ  ＴＭＳ３２０Ｃ３１浮動小数点プロセッサであるが、

他のデジタル信号処理回路が使用されて、本発明の実施形態に従って、実質的に

同じ機能を実行し得る。

      【００４５】

  受信された超音波信号は、最初にデジタル信号プロセッサＰ１によって処理さ

れ、次いでデジタル信号プロセッサＰ２、Ｐ３、およびＰ４の信号処理パイプラ

インに通される。上で示した同時係属中の米国特許出願番号０９／１９０，４０

２にさらに詳細に記載されるように、デジタル信号プロセッサＰ１は、受信され

たデジタルデータから横軸ベクトルを構成し、フィルタリング操作を実施し、そ

して６４の異なる距離ゲート位置に関連するドップラーシフト信号を出力する。

デジタル信号プロセッサＰ２は、全てのゲート深さにおいて、クラッター相殺を

実行する。デジタル信号プロセッサＰ３は、種々の計算（自己相関、フェーズ、

およびパワーの計算を含む）を実行する。Ｐ３はまた、ステレオオーディオ出力

のための横軸データの準備を提供する。デジタル信号プロセッサＰ４は、スペク

トル図の表示に関する計算の大部分を実行し、そしてまた表示モード６００また

は７００の準備に関連する最終計算を準備する。

      【００４６】

  デジタル信号プロセッサＰ１～Ｐ４の各々は、ホストバス１０２４を介してホ

ストコンピュータ９２４（例えば、図７を参照のこと）に接続され、そして対応

するＦＩＦＯ１０２６（１）～１０２６（４）のようなデータバッファ回路構造

を制御する。このバッファ回路構造は、デジタル信号プロセッサＰ１～Ｐ４の開

始およびプログラムローディング、ならびにデジタル信号プロセッサＰ１～Ｐ４

とホストコンピュータ９２４との間の他の作動的通信を可能にする。デジタル信

号プロセッサＰ１～Ｐ４の各々は、関連する高速メモリまたはＳＲＡＭ１０２８
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（１）～１０２８（４）に接続され、これらのメモリは、関連する信号プロセッ

サのためのプログラムおよびデータメモリとして機能する。デジタル信号プロセ

ッサＰ１が十分な内部メモリを有する場合には、外部プログラムおよびデータメ

モリＳＲＡＭ１０２８（１）が提供される必要はない。１つのデジタル信号プロ

セッサから次のものへのデータの発信は、介在データバッファまたはＦＩＦＯ回

路構造１０３０（２）～１０３０（４）によって提供される。デジタル信号プロ

セッサＰ４によって処理された超音波データは、デュアルポートＳＲＡＭ１０３

２のようなデータバッファ回路構造を介して、ホストコンピュータ９２４に提供

される。

      【００４７】

  図８において、診断パルスドップラー回路９１６のデジタル信号プロセッサＰ

４はまた、マイクロホン９３０（これは、増幅器１０３６に接続され得る）を介

するオーディオ入力を処理し、そしてスピーカー９２６およびオーディオ出力ラ

イン９２８、９３２へのオーディオ出力信号の提供を制御する。Ｐ４は、オーデ

ィオ制御回路１０３４（これは、診断パルスドップラー回路９１６および治療パ

ルサー回路９１８の両方から、オーディオ信号を受信する）の作動を制御するこ

とによって、オーディオ出力信号を制御する。

      【００４８】

  上記のように、図８に示す回路は、２つの別個のカード（例えば、マスターカ

ードおよびスレーブカード）に埋包され得るが、図示を簡単にするために、図８

においては組み合わせられている。２つの別個のカードが使用される場合には、

マスターカードは、治療発信回路１０１６を除いて、図８に示される実質的に全

ての要素を有する。その代わりに、スレーブカードは、治療発信回路１０１６（

これは、マスターカード上のタイミングおよび制御回路１０１２からタイミング

および制御情報を受信する）を有し、そしてそれ自体が、ホストバス１０２４を

介してホストコンピュータ９２４に接続される。

      【００４９】

  操作において、診断パルスドップラー回路９１６は、診断モードの間にイネー

ブルされて、診断ビーム２２４を発信し、次いで、血流情報を処理し、そして表
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示する。治療パルサー回路９１８は、診断モードの間にはイネーブルされない。

タイミングおよび制御回路１０１２は、診断モードと治療モードとの間で交互に

超音波システム９１０を切り替えるよう作動可能であり、その結果、診断パルス

ドップラー回路９１６と治療パルサー回路９１８との両方が、治療モードの間に

イネーブルされ得る。治療モードにおいて、タイミングおよび制御回路１０１２

は、治療ビーム２２２を発信するために、治療発信回路１０１６の作動を制御す

る。

      【００５０】

  （側頭部（ｔｅｍｐｏｒａｌ）窓の配置および照準）

  図９は、増強した血栓溶解のために診断的超音波および治療的超音波を組み合

わせて使用するためのプローブ１２８の別の実施形態を例示する。この実施形態

のために、診断的周波数および治療的周波数は、同一である。使用者に、図２お

よび３に関して上で記載したように、２個の変換器要素から構成される単一プロ

ーブの再配置するのではなく、側頭部の骨領域を実質的に覆うアレイに配置され

た複数の変換器要素１１１２から選択することによる側頭部窓を配置するための

能力が与えられる。図９において、六角形の領域１１１０は、変換器の全表面と

して規定されている。領域１１１０は、これらの頂点を横切る、１２８個の等辺

の三角形から構成される。各三角形は、変換器要素１１１２である。この１２８

個の三角形の変換器要素１１１２は、数１２８の二進法を理由として領域１１１

０のために選択され、得られた大きな六角形の領域は、ヒトの側頭部の骨領域の

良好な適用範囲を維持する。しかし、領域１１１０は、全体のサイズを減少また

は増加させることによるか、または基礎の等辺の三角形単位を変化させることに

よって、任意の数の三角形要素１１１２を有し得ると理解される。変換器要素１

１１２の制御は、タイミングおよび制御機能ブロック１０１２ならびに発信／受

容スイッチ１０１０を介して達成される。制御するために２個の変換器要素の代

わりに、図２および３に例示されるプローブのように、本実施例の１２８要素を

制御するため、そして６個の六角形グループを利用するために複数の等辺の要素

が存在する。

      【００５１】
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  ６個の変換器要素のグループ（例えば、三角形３７～３９および５５～５７）

は、診断的ビーム２２４が最初に発光される、六角形領域１１１６を形成する。

この等辺要素１１１２の側部の長さは、六角形領域１１１６の頂点の間の距離が

約１１ｍｍであるように選択される。六角形領域１１１６の１１ｍｍの「幅」は

、１１ｍｍの同様の直径を有する円形プローブ１２８と適合性である。六角形領

域の他のサイズは、所定の周波数に対して異なるビーム幅を達成するために選択

され得る。

      【００５２】

  １１ｍｍの幅を有する六角形領域１１１６に関して、六角形領域１１１０の高

さは、約３８ｍｍである。六角形領域１１１０の水平方向の上側部および下側部

は、約３３ｍｍの長さを有し、そして診断的側部は、約２２ｍｍの長さを有する

。

      【００５３】

  操作において、六角形領域１１１６から発光される診断ビームは、六角形領域

１１１６の中心点１１１８を含む軸を有する。得られた、この軸に沿った血流の

ドップラー画像は、例えば、上に記載したディスプレイモード７００に示される

。この画像が、不十分な側頭部窓を示して不十分である場合、点１１１８から発

せられる診断ビームは、中心点１１１８に隣接する新しい点（例えば、点１１２

０）から向けられるように再配置される。点１１２０から診断ビームを発光する

ことによって、新しい六角形領域１１２２を規定する三角形要素３９－４１およ

び５７－５９が、ここで、活性化する。

      【００５４】

  隣接点１１２０にビーム軸を再配置することの利点は、六角形領域１１２２が

、前の六角形領域１１１６から三角形要素３９および５７を含むか、または覆う

ことである。活性的な三角形要素を覆い、続いて、一方の隣接する点から別の点

に診断的ビームを向けることによって、この頭蓋領域１２１に、最良の側頭部窓

を見出すために診断的ビームを用いて徹底的に与え得る。あるいは、隣接する六

角形領域の三角形を覆うことにより、ドップラー画像間に空隙が存在する「ピケ

ットフェンス（ｐｉｃｋｅｔ  ｆｅｎｃｅ）」効果が避けられる。一旦、この最
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良の側頭部窓が配置されると、同一の六角形領域から発信される。

      【００５５】

  プローブ１２８の別の実施形態は、図１０に例示されている。この実施形態は

、三角形要素１１１２が六角形領域１１１０に配置され、複数の変換器要素が、

多角形領域１２１０に配置される以外は、図９に例示されるプローブに類似して

おり、配列の各々は、変換器要素１２１２を示す。この四角形要素１２１２は、

複数の点１２１４で共に連結されている。診断的ビームは、四角形領域１２１６

から照射され、活性化平方要素３０－３１および４３－４４によって規定され、

そして点１２１８の周りに中心を置く。以前のように、次いで、この診断ビーム

は、隣接点１２２０に続いて再配置され、例えば、この超音波ビームは、四角形

領域１２２２の四角形要素３１－３２および４４－４５から発光される。この四

角形要素３１および４４は、最初の四角形領域１２１６で重複領域を形成する。

      【００５６】

  図９および１０に示されるプローブ１２８の実施形態は、さらに、関連する放

射要素を電気的にフェーズすることによって、特定の点１１１８または１２１８

から発出するビームを進める能力を含む。このビームを進めることにより、血流

およびビーム中心（１１１８または１２１８）が変換器の表面に対して垂直な軸

に必ずしも存在するわけではないという事実を受け入れる。このような超音波ビ

ームを進める方法は、当業者に周知であり、より詳細な説明は、簡潔にする目的

で省略した。

      【００５７】

  ホストコンピュータ９２４をプログラミングして、図９および１０に例示され

るプローブ１２８を使用して、上記の手順で実施し得る。このような様式で超音

波システムを自動化することによって、有用な結果が、超音波に関する専門家で

ない者によって得られ得る。上記のように、ホストコンピュータは、従来のパタ

ーンの認識ソフトウエアを用いてプログラミングされ得、得られた血流ドップラ

ー画像を解釈し、そして最適の側頭部窓を決定し得る。最適な窓を配置した後に

、ホストコンピュータ９２４により、治療モードのパルス超音波を与える。超音

波システムの自動化は、経頭蓋適用において治療的超音波および診断的超音波を
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与えることに関して記載されるが、コンピュータ制御超音波システムが、心臓お

よび他の生理学的システムに適用され得ることは明らかである。

      【００５８】

  本発明の例示の実施形態の上の記載は、徹底的であること、および上記の正確

な形態に本発明を限定することを意図しない。本発明の特定の実施形態および実

施例は、例示の目的のために本明細書中に記載され、当業者に理解されるように

、種々の均等物の改変体は、本発明の範囲内である。例えば、特定の周波数が、

発明の詳細な説明わたって同定されるが、発明の実施形態は、他の周波数を使用

することで実施し得る。さらに、組み合わせた診断的超音波および治療的超音波

の効果を決定する種々のパラメータは、患者によって変化し得る。従って、治療

ビーム２２２の所定の周波数は、ある患者に対して、別の患者に対してよりもよ

り有効であることが可能である。

      【００５９】

  これらの改変および他の改変がまた、この詳細な説明に照らし合わせて成され

得る。従って、本発明は、開示によって限定されず、代わりに、本発明の範囲は

、特許請求の範囲の構築された理論に従って解釈されるべく、以下の特許請求の

範囲によって全体として決定されるべきである。図面において、同様の参照番号

は、同様の要素または工程を参照する。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  図１は、本発明の原理に従って、診断用超音波と治療用超音波とを組み合わせ

る、装置および方法の実施形態の等角図である。

    【図２】

  図２は、図１の装置において使用される超音波プローブの第１の実施形態を示

す図である。

    【図３】

  図３は、図１の装置において使用され得る超音波プローブの第２の実施形態の

図である。

    【図４】
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  図４は、本発明の実施形態に従うドップラー超音波システム表示モードを示す

図表である。

    【図５】

  図５は、本発明の実施形態に従うドップラー超音波システム表示モードの代替

的な実施形態を示す図表である。

    【図６】

  図６は、患者の頭蓋領域の解剖図である。

    【図７】

  図７は、本発明の実施形態に従うドップラー超音波システムを示す機能的なブ

ロック図である。

    【図８】

  図８は、図９のドップラー超音波システムに含まれる回路機構を処理するパル

スドップラー信号の具体的な詳細を示す機能的なブロック図である。

    【図９】

  図９は、図１の装置において使用され得る超音波プローブの第３の実施形態の

概略図である。

    【図１０】

  図１０は、図１の装置において使用され得る超音波プローブの第４の実施形態

の概略図である。

 



(37) 特表２００３－５３４０３２

【図１】

【図２】



(38) 特表２００３－５３４０３２

【図３】



(39) 特表２００３－５３４０３２

【図４】



(40) 特表２００３－５３４０３２

【図５】

【図６】



(41) 特表２００３－５３４０３２

【図７】



(42) 特表２００３－５３４０３２

【図８】



(43) 特表２００３－５３４０３２

【図９】

【図１０】



(44) 特表２００３－５３４０３２

【国際調査報告】



(45) 特表２００３－５３４０３２



(46) 特表２００３－５３４０３２

─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(81)指定国          ＥＰ(ＡＴ，ＢＥ，ＣＨ，ＣＹ，
ＤＥ，ＤＫ，ＥＳ，ＦＩ，ＦＲ，ＧＢ，ＧＲ，ＩＥ，Ｉ
Ｔ，ＬＵ，ＭＣ，ＮＬ，ＰＴ，ＳＥ，ＴＲ)，ＯＡ(ＢＦ
，ＢＪ，ＣＦ，ＣＧ，ＣＩ，ＣＭ，ＧＡ，ＧＮ，ＧＷ，
ＭＬ，ＭＲ，ＮＥ，ＳＮ，ＴＤ，ＴＧ)，ＡＰ(ＧＨ，Ｇ
Ｍ，ＫＥ，ＬＳ，ＭＷ，ＭＺ，ＳＤ，ＳＬ，ＳＺ，ＴＺ
，ＵＧ，ＺＷ)，ＥＡ(ＡＭ，ＡＺ，ＢＹ，ＫＧ，ＫＺ，
ＭＤ，ＲＵ，ＴＪ，ＴＭ)，ＡＥ，ＡＧ，ＡＬ，ＡＭ，
ＡＴ，ＡＵ，ＡＺ，ＢＡ，ＢＢ，ＢＧ，ＢＲ，ＢＹ，Ｂ
Ｚ，ＣＡ，ＣＨ，ＣＮ，ＣＲ，ＣＵ，ＣＺ，ＤＥ，ＤＫ
，ＤＭ，ＤＺ，ＥＥ，ＥＳ，ＦＩ，ＧＢ，ＧＤ，ＧＥ，
ＧＨ，ＧＭ，ＨＲ，ＨＵ，ＩＤ，ＩＬ，ＩＮ，ＩＳ，Ｊ
Ｐ，ＫＥ，ＫＧ，ＫＰ，ＫＲ，ＫＺ，ＬＣ，ＬＫ，ＬＲ
，ＬＳ，ＬＴ，ＬＵ，ＬＶ，ＭＡ，ＭＤ，ＭＧ，ＭＫ，
ＭＮ，ＭＷ，ＭＸ，ＭＺ，ＮＯ，ＮＺ，ＰＬ，ＰＴ，Ｒ
Ｏ，ＲＵ，ＳＤ，ＳＥ，ＳＧ，ＳＩ，ＳＫ，ＳＬ，ＴＪ
，ＴＭ，ＴＲ，ＴＴ，ＴＺ，ＵＡ，ＵＧ，ＵＺ，ＶＮ，
ＹＵ，ＺＡ，ＺＷ
(72)発明者  ヴァ，  アルヌ  エイチ．
            アメリカ合衆国  ワシントン  98107，  
            シアトル，  エヌ．ダブリュー．  69ティ
            ーエイチ  ストリート  2836
(72)発明者  スペンサー，  メリル  ピー．
            アメリカ合衆国  ワシントン  98105，  
            シアトル，  エヌ．イー．  ローレルクレ
            スト  レーン  5219
Ｆターム(参考） 4C060 JJ25 JJ27 MM25 
                4C301 DD01 DD07 DD30 FF09 FF21
                      GD06 
                4C601 DD03 DD15 DD30 FE03 FF11
                      GA17 GA19 GA21 
                5D019 BB03 BB17 FF04 



专利名称(译) 通过组合诊断超声和治疗超声来增强血栓溶解的方法和设备

公开(公告)号 JP2003534032A 公开(公告)日 2003-11-18

申请号 JP2001557454 申请日 2001-02-02

[标]申请(专利权)人(译) 斯潘塞Technologies公司

申请(专利权)人(译) 斯潘塞Technologies公司

[标]发明人 メーリングマークエイ
ヴァアルヌエイチ
スペンサーメリルピー

发明人 メーリング, マーク エイ.
ヴァ, アルヌ エイチ.
スペンサー, メリル ピー.

IPC分类号 A61B17/00 A61B8/00 A61B8/06 A61B8/12 A61B17/22 A61B18/00 A61B19/00 A61N7/00 H04R17/00

CPC分类号 A61B8/0808 A61B8/06 A61B8/0816 A61B8/0833 A61B8/463 A61B8/481 A61B17/22004 A61B17/2256 
A61B2090/378 A61N7/00

FI分类号 A61B8/00 A61B8/12 A61B17/00.320 H04R17/00.332.B A61B17/36.330

F-TERM分类号 4C060/JJ25 4C060/JJ27 4C060/MM25 4C301/DD01 4C301/DD07 4C301/DD30 4C301/FF09 4C301
/FF21 4C301/GD06 4C601/DD03 4C601/DD15 4C601/DD30 4C601/FE03 4C601/FF11 4C601/GA17 
4C601/GA19 4C601/GA21 5D019/BB03 5D019/BB17 5D019/FF04

优先权 09/500708 2000-02-09 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

描述了将治疗性脉冲或连续波超声与诊断性脉冲超声结合的方法和设
备。 在治疗和诊断模式下，都将超声从单个探头传递给有血栓形成的患
者。 在诊断和治疗模式下，超声波可以具有相同或不同的频率范围。 治
疗模式下的脉冲或连续波超声可增强溶栓剂的崩解作用。 诊断模式下的
脉冲超声可通过监视血流来进行血栓定位，可确定输送治疗性脉冲超声
的最佳窗口，并确定何时进行再通。 能够做到。 当操作员陪同该设备
时，图像显示的作用是在诊断模式期间呈现血流的图像显示。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/34b27b7b-e14e-40af-91fe-e931639959cb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/023990578/publication/JP2003534032A?q=JP2003534032A

